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公共工事に係る品目検討フロー 

 

 
 

＜品目検討の基本的考え方＞ 
〇 グリーン購入法の主旨への適合性を判断し、①環境負荷低減効果が客観的に認められるもの、②普及の促進が見込まれるものを、明らかに品質

が確保できないものを除き特定調達品目等の追加、見直しのための候補として、特定調達品目候補群（ロングリスト）に記載する。 
 

〇 環境負荷低減効果、環境負荷低減以外の特性（③品質確保（安全性、耐久性等）の確実さ、④コストの適正さ等）を判断し、特定調達品目候補群
（ロングリスト）記載品目を、グループに区分する。 

 
○ 環境負荷低減効果の評価は、品目のライフサイクル全体にわたった総合的な観点から行う。 

提案資料の受付 
＜新規提案／ロングリスト記載提案＞ 

グループ② 
● 公共工事における使用実績が十分ではない等、実際と同等の

条件下での検証及び評価が十分ではないもの

検討資料： 提案品目自己チェック票【様式０】 
提案品目の概要【様式２】 
個票１：提案品目の環境負荷低減に関する特性【様式３】 
個票２：提案品目の環境負荷低減以外の特性【様式４】 

● 環境負荷低減に関する特性について、提案内容を客観的に評価するた

めの資料が不備のもの 

● 環境負荷低減以外の特性（品質確保（安全性、耐久性）の確実さ、コスト

の適正さ等を判断するための資料がないもの 
● 国及び独立行政法人等による公共工事において調達しないもの、また

は、極めて少ないもの 
● 比較対象の選定が不適切なもの 
● 環境負荷低減効果が認められないもの 
● ○○製の資材など、素材自体の環境負荷低減特性に依拠しているもの 
● グリーン調達だけでは環境負荷低減効果が実現しないもの  など 

特定調達品目等の追加、見直しのための候補 
＜特定調達品目候補群（ロングリスト）に記載＞ 

グループ④ 
● マクロ的に期待される環境負荷低減効果が相対的に小さいも

の（現場条件等により制約の大きいもの、短期的には普及の

見込みが小さいもの） 
● 「判断の基準」の設定が難しいもの

グループ① 
● コストが通常品に比べ、著しく高いもの 
● 積算根拠が不明確なもの

グループ③ 
● JIS、JAS等の公的基準を満足または準拠していないなど、「品

質確保」について不確実性が残るもの 
● 「目的物の性能確保」について不確実性が残るもの（現場条件

による性能の安定化や性能確保条件が不明確なものなど） 
● 労働安全衛生上課題のあるもの 

特定調達品目候補群（ロ

ングリスト）に記載するか

どうかの検討 

この間、別途必要に応じて

ヒアリングを実施 

検討資料： 提案品目の概要【様式２】 
個票１：提案品目の環境負荷低減に関する特性【様式３】 
個票２：提案品目の環境負荷低減以外の特性【様式４】 

特定調達品目等の追加、

見直しを行うかどうかの検

討

特定調達品目候補群のど

のグループに属するかの

検討 

提案を参考に、特定調達品目等の追加、見直し 
検討の対象外、あるい

は特定調達品目等の追

加、見直しに反映できな

い。
今後の十分な検証、あ

るいは客観的・科学的

な情報の蓄積が必要。

→次回以降継続検討


